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議題１
育成就労制度を見据えた技能実習制度の試験内容の見直し

令和８年４月７日
規制改革推進会議 働き方・人への投資ワーキング・グループ 資料

資料１－３



育成就労

技能実習制度 育成就労制度
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特定技能２号

技能実習２号

技能実習１号

技能実習３号

特定技能１号

特定技能２号

特定技能１号

・対象となる職種・分野の
不一致

・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則

（注１）特定技能１号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。
（注２）以下の要件を満たす場合に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。

①同一機関での１～２年（分野ごとに設定）の就労期間 ②1年目技能評価試験及び一定水準以上の日本語能力試験の合格 ③転籍先が適切と認められる要件

・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等

・転籍の制限緩和（注２）
・ブローカー対策等も適切に

・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致

・業務を拡大、特定技能１号
水準の人材を育成

・特定技能と同様に育成就労
も受入れ見込数（受入れ上限
数）を設定
→ 長期間産業を支える人材
を確保

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化
→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ

（注１）

（注１）

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不十分
・不適正な送出／受入れ／監理事例

根拠法：外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

制度目的：国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最
長5年間）に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を移転する制度

根拠法：外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

制度目的：我が国での３年間の就労を通じて特定技能１号水準の技能を有す
る人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保する制度

（就労開始までに）
日本語能力A１相当

（移行時）
日本語能力A２相当

（移行時）
日本語能力B１相当

○対象となる分野・職種について特定技能制度と育成就労制度で一致させ、キャリアアップの道筋を明確化
○育成就労制度の技能評価試験について、１年目試験は合格を必須とせず、受験のみ義務とする規制緩和
○従事できる業務の柔軟化

技能実習制度：必須業務（全業務の2分の1以上）、関連業務（全業務の2分の1以下）、周辺業務（全業務の3分の1以下）
育成就労制度：必須業務（全業務の3分の1以上）

技能実習制度から育成就労制度への見直し
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○ 専門家会議の了承後、業界団体は認定申請書等を提出し、厚生労働省において技能実習評価試験の認定、審査基準の決定、主務省庁
において技能実習法施行規則の改正を行う
※ 職種固有の事情に基づく独自の要件を課す必要がある場合には、業所管省庁において大臣告示を策定する

○ 業界内の合意を形成する
○ 業所管省庁へ相談、内諾を得る
○ 海外の実習ニーズを把握する（複数の送出し国の行政機関等からの要望書の入手）
○ 実習生に修得等させようとする技能等を整理する 技能実習計画の審査基準案、技能実習評価試験案の作成
○ 技能実習計画の審査基準案、技能実習評価試験案の作成に当たっては、学識経験者、実務担当者等の有識者からのヒアリングを実施
○ 厚生労働省海外人材育成担当参事官室から業所管省庁へ同意の照会、回答を得る（文書）

１．職種追加を行おうとする業界団体（試験実施機関）の事前準備

○ 専門家会議の開催① 業界団体から、追加しようとする職種の概要等を説明する
（→ 追加方針が了承されない場合は、再度、専門家会議で議論）

○ 追加方針の了承後、主務省庁（法務省・厚生労働省）において、職種・試験実施機関等を定める技能実習法施行規則の改正案につい
て、パブリックコメント（パブコメ）を実施する

○ 専門家会議の開催② パブコメの結果を踏まえ、業界団体から、審査基準案、評価試験案（試験基準、採点基準等）を説明する
（→ 審査基準案、評価試験案について認定基準への適合が確認できない場合は、再度、専門家会議で議論）

○ 業界団体において、試行試験を実施する

○ 専門家会議の開催③ 試行試験の結果を踏まえ、業界団体から、試行試験結果、結果を踏まえた対応を説明する
（→ 了承されない場合は、再度、専門家会議で議論）

２．専門家会議 の開催 及び パブリックコメントの実施

技能実習制度の職種追加・技能評価試験作成の手続きの流れ

参考：技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領

３．認定申請書等の提出及び 技能実習法施行規則の改正等

（※） ※ 厚生労働省人材開発統括官が参集する「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」

○専門家会議において職種追加の要否、技能評価試験の内容の適正性、試験実施実績を確認
○専門家会議での議論の前に業界内において有識者の意見を踏まえて技能評価試験案を作成

○ 専門家会議において３年に一度を目処に実際に使用した試験問題、合格率、受験料などを確認

４．専門家会議による実施状況の確認
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構成設置目的

スケジュール

改正入管法及び育成就労法に基づき、「外国人の受入れ・秩序ある共生
社会実現に関する関係閣僚会議」の下、特定技能制度及び育成就労制度の
基本方針及び分野別運用方針の作成に当たって有識者から意見を聴取する
ことを目的とする会議。

有
識
者
会
議

専
門
家
会
議
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有識者会議
（分野別運用方針（案）に係る

検討・議論）（※２）

専門家会議
（技能評価試験（案）等に係

る検討・議論）

11月 1月

R６年 R７年 R８年 R９年
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出

意
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出
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検討結果報告

特定技能制度及び育成就労制度の
基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

特定技能制度及び育成就労制度の
技能評価に関する専門家会議

「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関す
る有識者会議」の下、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針を
定めるに当たって、両制度の技能評価に関する方針や試験等の適正性等を
検討し、有識者会議に検討結果を報告することを目的とする会議。

座長１名、委員１３名（計１４名）
学者（経済学、労働法・労働政策、職業能力開発関係、社会人口学）、
労使団体、弁護士、その他関係者（支援関係、地方公共団体、実務家）

・基本方針（案）、分野別運用方針（案）に係る検討・議論
・各分野所管省庁等へのヒアリング
・関係閣僚会議への意見提出等

座長１名 、委員７名（計８名）
学者（職業能力開発関係）、実務家（職業能力開発関係）、労使団体

・技能評価に関する方針（案）や試験（案）等に係る検討・議論
・各分野所管省庁等へのヒアリング
・有識者会議への検討結果報告

座 長 花山 英治（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構 職業能力開発総合大学校基盤ものづくり系電
子回路ユニット教授）

座長代理 堀 忠弘（中央職業能力開発協会技能検定部長）
市田 知子（明治大学農学部教授）
漆原 肇（日本労働組合総連合会労働法制局局長）
後藤 純子（共立女子大学家政学部教授）
佐久間 一浩（全国中小企業団体中央会事務局次長）
武雄 靖（ものつくり大学技能工芸学部教授）
藤波 美帆（千葉経済大学経済学部教授）

育成就労制度の分野追加・技能評価試験作成の手続きの流れ
○特定技能制度及び育成就労制度では分野追加等と技能評価試験の適正性の評価とを一体的に検討
○有識者会議では分野追加等について、専門家会議では技能評価試験の適正性について検討・議論

※技能評価試験案の作成の際の業界内での有識者からのヒアリング、専門家会議における実績確認等の流れは技能実習制度と同様

○育成就労制度では、分野所管省庁が試験実施機関と連携し試験問題案を作成するなど分野所管省庁の関与を強化。
また、合格率については特定技能試験に倣い毎年公表する予定。

役 割

構成員
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4月



育成就労制度における対象職種の大括り化①

第6回有識者会議（令和7年8月4日）資料1-3抜粋

○ 技能実習制度では、92職種169作業に対し、169種類の技能を評価する試験を実施していたが、育成就労制度では、
漁業や水産加工等において、試験の大括り化を行うこと等により、146種類に集約した。
※育成就労制度では別途新たに26種類の技能を評価する試験を新設予定。

○ 試験の大括り化等試験の実施単位の見直しについては、分野所管省庁が業界団体等から業界の実情を把握しつつ、
業界の実情を踏まえた上で決定している。
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第6回有識者会議（令和7年8月4日）資料1-3抜粋

育成就労制度における対象職種の大括り化②
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○ 技能実習制度では、技能実習生が、技能実習の各段階において、技能評価試験を適切に受検し、次の段階に円滑
に移行できるよう、外国人技能実習機構において「受検手続支援サイト」を設置し、本サイトを通じて受検日・場所の調
整、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげている。
※過去問については各試験実施機関がHPで公表している。

○ 育成就労制度においても、受検手続支援サイトと同様のサービスを継続する予定。

○ 一方、受検申請受付事務など（下記⑤）は、試験実施機関（業界団体）や分野所管省庁が業界の状況を踏まえて実
施。ペーパーレス・オンライン化は費用がかかるため、試験実施機関（業界団体）や分野所管省庁が、必要な費用負担
や受検料への影響を考慮して対応を検討することとなる。

受検手続支援サイトの概要

※１ 受検手続支援を受ける場合は、あらかじめ技能実習生本人による、個人情報の取り扱いに係る同意書が必要。
※２ 機構による受検支援の申請時期

第１号技能実習：認定を受けたら速やかに（遅くとも技能実習修了の６か月前まで）
第２号・第３号技能実習：認定を受けたら速やかに（遅くとも技能実習修了の12か月前まで）

技能実習制度におけるオンライン受検手続支援

6

①支援の申請

②承認

③希望受検日･場所入力

監理団体等
・受験者情報登録
・個人情報の第三者へ
の提供の同意書登録

④閲覧可能

⑦合否結果の確認

試
験
実
施
機
関

⑥合否結果の入力

⑤監理団体等から試験実施機関への受検申請・受検料の支払い等



技能検定制度の概要
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○ 技能検定は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業
能力開発促進法に基づき昭和34年から実施している。平成５年からは、技能実習制度における習得した技能等の認定に活用されている。
○ 技能検定は、厚生労働大臣が定める技能検定実施計画に従って、都道府県知事が実施する検定職種（自治事務）と指定試験機関が実施する
検定職種がある。都道府県知事が実施する職種の試験問題等の作成は中央職業能力開発協会が行い、技能検定受検申請書の受付、試験の実
施等の業務は都道府県職業能力開発協会が行う。指定試験機関が実施する場合は、試験問題等の作成及び試験の実施等の業務は、指定試験機
関自らが行う。
○技能検定は、検定職種ごとに実技試験及び学科試験によって実施され、両方に合格することで、「技能士」という名称を用いることができる。

１．概要

2. 受検申請から合格証書交付までの流れ（都道府県知事が実施する検定職種の場合）

受検手続支援サイト
（外国人技能実習機構）

都道府県職業能力開発協会
（試験実施機関）

都道府県（合格決定機関）

❶ 受検手続き支援申込み

② 受検日の連絡

❸ 受検申請書送付・受検手数料納付
④ 受検票交付

❺ 試験に用いる設備等が基準に適合しているかの確認

⑥ 試験実施 ～ ⑦一部合格通知の交付（一部合格の場合）

⑧ 合格証書の交付（学科と実技の両方に合格した場合）

監
理
団
体

(

実
習
実
施
者)

技能実習１号：修了の６か月前まで、２号・３号：修了の12か月前までに申請

技能実習1号：修了の4～5か月前めど、2号及び3号：修了の7～8か月前めど

※指定試験機関が実施する検定職種については、指定試験機関が試験実施及び合格決定の両方を担う。

〇技能検定制度は労働者の有する技能の程度を検定・公証する制度として昭和34年から実施しており、平成５年から
は、技能実習制度における習得した技能等の認定にも活用

＜実施体制＞
• 都道府県知事が実施する職種：（試験問題の作成）中央職業能力開発協会、（試験事務の運営）都道府県職業能力開発協会
• 指定試験機関が実施する職種：（試験問題の作成、試験事務の運営）どちらも指定試験機関



技能検定の試験問題と実務との乖離について
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１．試験問題等の作成について（都道府県知事が実施する検定職種の場合）

２．試験問題と実務の乖離の把握

技能検定試験問題は、中央技能検定委員（中央職業能力開発協会が「技能検定に関し高い識見を有する者であって、当該検定
職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有する者」として選任）が、中央技能検定委員会において作成する。
＜中央技能検定委員の選任基準＞

① 当該検定職種（作業）の特級、１級又は単一等級の技能検定に合格した者であって、当該検定職種（作業）に関し実務の経験又は教
育訓練を行った経験を通算13年以上有する者（技能系）

② 事業所等において、当該検定職種（作業）に関する管理部門、製造部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある
者又はこれらの地位にあった者（技術系）

③ 短期大学以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は指導員養
成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練において、当該検定職種に関する学科又は訓練科を修めて卒業又は修了し、その後当該
検定職種に関し10年以上の学識経験を有する者（学識系）

④上記①、②又は③に掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者

中央職業能力開発協会は、定期的（年2回程度）に、都道府県職業能力開発協会及び都道府県技能検定委員に対し、「実技試
験の内容が現場の技能と乖離していると思われるもの」に関して調査を行い、その結果を中央技能検定委員会において検討し
ている。
＜調査項目＞

①職種名、②作業名、③等級、④試験区分、⑤実技試験の内容が現場の技能と乖離していると思われる点、⑥改善案（実技試験に取り入
れたほうがよいと思われる課題や経費削減案等をできるだけ具体的に）、⑦その他、現状の課題に関するご意見・ご要望

３．「実務との乖離」への対応について
今回のご意見を踏まえ、技能実習生等が受検する随時試験（基礎級、３級、２級）については、優先的に中央技能検定委員会

において検討し、必要に応じて試験問題等の見直しを行う。
※指定試験機関が実施する職種についても、指定試験機関に対し試験問題の見直しの検討を指示する。

〇試験問題等は、検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有する者が作成
〇定期的に、都道府県職業能力開発協会等に「試験問題と実務の乖離」ついて調査を実施し、試験問題等作成時に検討
〇今後、技能実習生等が受検する随時試験については、優先的に検討し、必要に応じて試験問題等を見直す
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○ 医師、歯科医師等の約30の社会保障等に係る国家資格等は、資格管理者等が共同利用できる国家資格等情報連携・活用システム
の開発・構築を行い、マイナンバーカード・マイナポータルを活用し手続をオンライン化・デジタル化する。

【デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和６年６月21日）】

○ 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大を図るとともに、国・地方全体での事務の効率化・合理化を図る観点から、都道府
県経由事務の廃止を推進する。また、技能士資格情報や技能講習修了証明書、建設キャリアアップカードのオンライン・デジタル化
に徹底して取り組む。 【デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和７年６月13日）】

○ 現在、オンライン申請が可能なのは、一部の職種・等級・都道府県に限られており、今後、国家資格等情報連携・活用システムの
改修状況を踏まえつつ、全職種・全等級でオンラインによる受検申請ができる環境を整備していく。

技能検定制度に係る手続きのオンライン化に向けた取り組み

9

国家資格等情報連携・活用システム等との連携

（参考）電子申請を使用した団体受検申請全体の流れ

マイナポータル

団体
（監理団体等） 都道府県協会

受検者
（技能実習生等）

各府省が所管する様々な行政
手続についてインターネット
を利用して申請・届出を可能
にする電子申請に関するシス
テム

※団体申請の完了後、
個人受検申請が必要です。

※申請内容に不備等がある場合、
補正依頼が行われます。
この場合は、補正対応および
再提出が必要となります。

団体受検申請 審査

個人受検申請

審査

審査完了

審査完了

補正依頼
必要

不要

○国家資格等は、マイナンバーカード・マイナポータルを活用し、手続きをオンライン化することが求められている。
○デジタル庁と連携し、全職種・全等級でオンラインによる受検申請ができる環境を整備していく。
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技能実習評価試験の試験実施者一覧

分野 職種名 試験実施者

農
業

耕種農業
一般社団法人全国農業会議所

畜産農業

漁
業

漁船漁業
一般社団法人大日本水産会

養殖業

建設建設機械施工 一般社団法人日本建設機械施工協会

食
品
製
造

缶詰巻締
公益社団法人

日本缶詰びん詰ﾚﾄﾙﾄ食品協会

食鳥処理加工業 一般社団法人日本食鳥協会

加熱性水産加工食品製造業
全国水産加工業協同組合連合会

非加熱性水産加工食品製造業

牛豚食肉処理加工業 公益社団法人全国食肉学校

そう菜製造業
一般社団法人

外国人食品産業技能評価機構

農産物漬物製造業 全日本漬物協同組合連合会

医療・福祉施設給食製造 公益社団法人日本メディカル給食協会

繊
維
・
衣
服

紡績運転 一般財団法人

日本綿業技術・経済研究所織布運転

たて編ニット生地製造 日本経編協会

下着類製造 一般社団法人日本ﾎﾞﾃﾞｨﾌｧｯｼｮﾝ協会

カーペット製造 日本カーペット工業組合

座席シート縫製
一般社団法人

日本ソーイング技術研究協会

タオル製造
一般財団法人

日本タオル検査協会

分野 職種名 試験実施者

機
械
・

金
属

ｱﾙﾐﾆｳﾑ圧延

・押出製品製造
一般社団法人日本アルミニウム協会

金属熱処理業 一般社団法人日本金属熱処理工業会

そ
の
他

印刷 全国グラビア協同組合連合会

溶接
一般社団法人日本溶接協会

一般財団法人日本海事協会

陶磁器工業製品製造 一般財団法人日本陶業連盟

自動車整備
一般社団法人

日本自動車整備振興会連合会

介護 一般社団法人シルバーサービス振興会

クリーニング
一般社団法人日本リネンサプライ協会

一般社団法人クリーンライフ協会

コンクリート製品製造 一般社団法人全国コンクリート製品協会

宿泊 一般社団法人宿泊業技能試験センター

RPF製造 一般社団法人日本ＲＰＦ工業会

鉄道施設保守整備 一般社団法人日本鉄道施設協会

ゴム製品製造 一般社団法人日本ゴム工業会

鉄道車両整備
一般社団法人

日本鉄道車両機械技術協会

木材加工 一般社団法人全国木材組合連合会

社
内
検
定
型

空港ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ
ＡＮＡ成田ｴｱﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社

鴻池運輸株式会社

ボイラーメンテナンス 三浦工業株式会社

11



第11回有識者会議（令和7年12月10日）資料2抜粋

12



13

第11回有識者会議（令和7年12月10日）資料2抜粋

13



14

第11回有識者会議（令和7年12月10日）資料2抜粋



15

第13回有識者会議（令和8年1月7日）公表資料抜粋




